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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売または陳列用のショウケースであって、販売または陳列にかかる商品であって当該
ショウケースに陳列されている商品に関する情報または関連の情報がＲＦ－ＩＤタグのメ
モリーに記録されて、当該ショウケースのガラス面には耐水性シートが設けられており、
前記ＲＦ－ＩＤタグは、前記耐水性シートに貼付され、前記耐水性シートの反対側に耐水
性保護シートが設けられていることを特徴とするＲＦ－ＩＤタグの付いた販売または陳列
用ショウケース。
【請求項２】
　販売または陳列用のショウケースであって、販売または陳列にかかる商品であって当該
ショウケースに陳列されている商品に関する情報または関連の情報がＲＦ－ＩＤタグのメ
モリーに記録されて、当該ＲＦ－ＩＤタグが耐水性の偏平な密閉体に納められて前記ショ
ウケースに接着されていることを特徴とするＲＦ－ＩＤタグの付いた販売または陳列用シ
ョウケース。
【請求項３】
　ショウケースが冷蔵または冷凍商品を貯蔵するものであることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載のＲＦ－ＩＤタグの付いた販売または陳列用ショウケース。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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この発明は、ＲＦ－ＩＤタグの付いたショウウィンドウと販売または陳列用ショウケース
に関する。ショウウィンドウまたはショウケースに非接触通信機能を有するＲＦ－ＩＤタ
グを付けることによって、観察者がショウウィンドウやショウケース内の展示または陳列
商品等について関心のある情報を携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダーを用いて取得できるよう
にするものである。
したがって、本発明の利用分野は広告、宣伝、流通、販売、マーケッティング等の分野に
関する。
【０００２】
【従来技術】
物品に、メモリー付き集積回路を有する「ＲＦ－ＩＤタグ」（一般に、「非接触データキ
ャリア」、「無線ＩＣタグ」、「非接触ＩＣ」、「非接触ＩＣラベル」、「非接触ＩＣタ
グ」等と表現される場合もある。）を実装し、各種の情報を記録して商品情報表示や物流
の合理化あるいは物品の管理を行うことがされるようになってきている。このＲＦ－ＩＤ
タグは一般にメモリーを有して情報を記録し、かつＲＦ－ＩＤタグリーダーにより読み取
りできるようになっているのが通常である。
【０００３】
一方、広告宣伝用のショウウィンドウは、商品の販売促進や集客を目的として、路面に面
した店舗の一部に様々な演出を凝らして製品を展示する。視覚に訴えて注目度を高める必
要から、カラフルな装飾により、賑やかに展示されているのが通常である。
また、販売または陳列用ショウケースは商品の販売や陳列、保存を主目的とするが、やは
り人目を引きかつ清潔な環境に保たれていることが必要となる。
従来のショウウィンドウやショウケースには、「製品名」や「価格」「売り場」「キャン
ペーン期間」「営業時刻」等、ある程度の表示はされているが、製品や商品の内容、産地
や使用方法、調理方法等、詳細な解説を付けることは却って見苦しくなるため省略される
ことが多い。
【０００４】
そのため、ショウウィンドウやショウケース内の展示物や陳列商品についてより詳しい内
容を知りたい顧客がいても知ることができず、商品等を購入しよとする確信に至らず販売
に繋がらないことになってしまうことも多い。
また、例えば、気に入った商品をその中に見つけて、直後に当該売り場に移動する間に失
念してしまうことさえあり得る。もっとも、メモをすれば記憶する必要はなくなるが、面
倒であり、混雑した道路上では他人の迷惑となり、不可能な場合もある。
【０００５】
このように従来のショウウィンドウや販売または陳列用ショウケースでは、観察者や顧客
に必要な情報を十分に提供し、何らかの形で情報を保持できるように配慮する視点が欠け
ていたように考えられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、本発明では、ショウウィンドウ自体やその陳列品または販売用ショウケースにＲ
Ｆ－ＩＤタグを貼付し、それに必要な情報を記録しておくことにより、展示品や陳列品あ
るいは商品に関心があり情報を取得したい者は、携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダーを使って
非接触で当該情報を読み取れば簡単に情報を取得できることを着想し、本発明の完成に至
ったものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決する本発明の要旨は、販売または陳列用のショウケースであって、販売
または陳列にかかる商品であって当該ショウケースに陳列されている商品に関する情報ま
たは関連の情報がＲＦ－ＩＤタグのメモリーに記録されて、当該ショウケースのガラス面
には耐水性シートが設けられており、前記ＲＦ－ＩＤタグは、前記耐水性シートに貼付さ
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れ、前記耐水性シートの反対側に耐水性保護シートが設けられていることを特徴とするＲ
Ｆ－ＩＤタグの付いた販売または陳列用ショウケース、にある。かかるショウケースであ
るため、ＲＦ－ＩＤタグリーダーを用いて顧客が十分な情報を取得できる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のＲＦ－ＩＤタグ付きショウウィンドウとショウケースについて図面を参照
して説明する。
図１は、ＲＦ－ＩＤタグの付いたショウウィンドウを示す図である。
図１のように、ショウウィンドウ１には、広告または宣伝にかかる商品３が賑やかに展示
され、セールスプロモーションのための広告文４等が掲示されている。マネキン人形６や
その他の展示物があるのも常である。
しかし、商品の価格や商品の使用材料、使用方法、売り場、キャンペーン期間、営業時刻
等、観察者Ｍ１が実際上、関心があり必要となる情報は、展示のスペースの都合で表示で
きない場合がある。また、営業上あまり目立つように表示したくない事項もある。
そのため、観察者Ｍ１は興味はあるが、店員に問い合わせて確かめるのは面倒なのでその
まま通り過ぎて、商品の購入に至らない場合が多い。
【００１０】
そこで、本発明のショウウインドウでは、ショウウインドウ１のいずれかの箇所やまたは
展示してある商品自体に、ＲＦ－ＩＤタグ１１を取り付けて、ショウウインドウの外側か
ら携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダー２を用いて、観察者Ｍ１が自由に情報を取得できるよう
にしてある。
ショウウィンドウに取り付ける場合は、外側から読み取るためにはガラス面が好ましく、
商品自体の場合にも道路に接近した箇所が好ましい。もっとも、ショウウィンドウでも店
内からも顧客が接近できるようにされている場合もあり、このような場合は、ＲＦ－ＩＤ
タグ１１の取り付け箇所は特に制限されない。
長期間の展示のかめには、ＲＦ－ＩＤタグ１１は紫外線対策を施すのが好ましい。これに
はＵＶカットプラスチックフィルムでＲＦ－ＩＤタグ１１をサンドイッチする構成とする
のがよい。
【００１１】
観察者Ｍ１が携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダー２を手に持って読み取るので、身長により異
なるが誰にでも読み取りできるためには、手を伸ばして届く高さである人間の歩行面５か
ら、高さＨ＝２．０ｍ以下の位置に貼付されることが好ましい。また、いたずら防止のた
めガラスの内側面であることが好ましい。ガラスの厚みは、１ｃｍ以上もある場合もある
が、非接触交信でガラスの外から読み取ることの支障とはならない。
貼付するＲＦ－ＩＤタグ１１の数は、１個に限らず利用する人の数や人気に応じて２個な
いし数個貼付してもよい。
【００１２】
ＲＦ－ＩＤタグ１１をショウウィンドウに貼付する場合は、表面側からＲＦ－ＩＤタグ１
１があることと、情報の読み取りができることが分かるような表示やマークを設けておく
ことが好ましい。ＲＦ－ＩＤタグリーダーで読み取りできることが一般にはまだ知られて
いないからである。
ＲＦ－ＩＤタグ１１はライトプロテクト（書き込み防止）処理をすることが好ましい。デ
ータの内容が悪意の改ざんまたは何らかの原因で間違った内容に書き換えられる場合は、
当該内容を信じて行動する人が迷惑するからである。ライトプロテクトは情報を書き込み
後に、書き込み禁止処理を行うか、ライトプロテクト機能を有するＲＦ－ＩＤタグを使用
する。
【００１３】
図２は、ＲＦ－ＩＤタグ付き販売または陳列用ショウケースを示す図である。
図２のように、ショウケース８には、販売または陳列にかかる商品３が展示され、販売価
格９やセールスのための広告文等も掲示されている。
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しかし、商品の原材料や産地あるいは調理方法等、顧客Ｍ１が実際上、関心があり必要と
なる情報は、展示のスペースの都合で表示できない場合が多い。
また、実際に視覚で確認できる表示媒体として作製するのは意外に手間がかかるものであ
るが、ＲＦ－ＩＤタグのような電子媒体に書き込むことは従前のデータを利用できる場合
も多く手間のかからないのが通常である。
ショウケースの場合はショウウインドウと異なり、通常、顧客の手の届く位置にあるが、
背の高いショウケースの場合は、やはり顧客Ｍ１が手の届く高さである人間の歩行面５か
ら、高さＨ＝２．０ｍ以下の位置に貼付されることが好ましい。ＲＦ－ＩＤタグの貼着は
、いたずらがされない限りショウケースのガラス外面であってもよく、商品自体に貼付す
るものであってもよい。
【００１４】
図３は、ショウケースにＲＦ－ＩＤタグを貼付した断面状態を示す図である。
湿気のある場合、水濡れ等によりＲＦ－ＩＤタグ１１の機能が働らかなくなる場合がある
ので、防水処理が施されることが好ましい。
これには、ショウケースのガラス面１２に耐水性シート１５を設けてからＲＦ－ＩＤタグ
１１を貼付し、さらに耐水性保護シート１６でＲＦ－ＩＤタグ１１を完全に保護する必要
がある。
あるいはまた、ＲＦ－ＩＤタグ１１を耐水性の偏平な密閉体に納めてショウケースに接着
するようにしても良い。この場合には、ショウケースが冷蔵用であってもまたは冷凍商品
を貯蔵するものであってもＲＦ－ＩＤタグ１１に悪影響を与えることがない。
通常、ＲＦ－ＩＤタグは、数ｃｍから数十ｃｍの距離間で非接触交信してリードライト（
Ｒ／Ｗ）できるが、使用する周波数帯や状況によって通信距離が極端に短くなる。特に高
い周波数帯域（例：２．４５Ｇｈｚ）で使用するタグは、水分による減衰が大きくなり、
正常な交信ができなくなる場合がある。
【００１５】
次に、ＲＦ－ＩＤタグについて説明する。
図４は、ＲＦ－ＩＤタグの実施形態を示す図である。使用するＲＦ－ＩＤタグ１１には各
種の実施形態があるが、汎用的な例として、図４図示のものを挙げることができる。
図４のＲＦ－ＩＤタグ１１は、プラスチック等の基材１１０にアンテナパターン１１２を
形成し、当該アンテナコイルとＩＣチップ１０に内蔵の容量素子とにより共振回路を形成
して一定周波数の電波を受信してＲＦ－ＩＤタグの情報を発信源に送信して返すことがで
きる。
図４の場合、アンテナパターン１１２は導通部材１１４により基材１１０の裏面でジャン
ピング回路を形成してコイル接続端子１１２ＣによりＩＣチップ１０の裏面のバンプまた
はパッドに接続している。
このようなＲＦ－ＩＤタグ１１は基材１１０にラミネートしたアルミ箔等の金属箔をフォ
トエッチングやレジスト印刷後のエッチングによりアンテナパターン１１２を形成し、Ｉ
Ｃチップ１０を装着して形成することができる。その大きさも３０ｍｍ×３０ｍｍ程度以
下のサイズとすることができる。
【００１６】
図５は、ＲＦ－ＩＤタグの他の実施形態を示す図である。図５（Ａ）は、ＩＣチップラベ
ル１０Ｌをアンテナパターン１１１，１１２の双方に接続するように貼着した平面状態、
図５（Ｂ）は、アンテナパターン１１１，１１２からＩＣチップラベル１０Ｌを部分的に
剥離した状態を示し、図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のＡ－Ａ線に沿う拡大した断面を示す図
である。ＩＣチップラベル１０Ｌが異方導電性接着剤１１７によりアンテナパターン１１
１，１１２に貼着されている状態が示されている。当該異方導電性接着剤はあらかじめＩ
Ｃチップラベル１０Ｌのアンテナパターン１２１，１２２面に塗工されていてタックラベ
ル化している。
図５（Ｃ）からは、ＩＣチップラベル１０Ｌにも小さいアンテナパターン１２１，１２２
が印刷されていて、ＩＣチップ１０が装着していることが明瞭に分かる。
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【００１７】
図５のＲＦ－ＩＤタグの実施形態の場合、ＲＦ－ＩＤタグ１１は、ショウウィンドウやシ
ョウケースのガラス面にアンテナパターン１１１，１１２を直接印刷して、あるいはアン
テナパターンを印刷した粘着ラベルを製作して、当該アンテナパターン１１１、１１２に
ＩＣチップラベル１０Ｌを装着する。
アンテナパターン１１１，１１２の印刷には導電性インキを使用して、オフセット、グラ
ビア、シルクスクリーン印刷等によって印刷できる。導電性インキには、カーボンや黒鉛
あるいは銀粉やアルミ粉、あるいはそれらの混合体をビヒクルに分散したインキを使用す
る。
【００１８】
アンテナパターンの形状は特に限定されず直線状のものでも捲線状のものでもよく、図示
のように２枚の羽状のものであってもよい。この羽状のパターンに導通するようにＩＣチ
ップラベル１０Ｌを貼着している。
なお、「ＩＣチップラベル」とは、シリコン基板に集積回路またはメモリあるいはその双
方を設けたＩＣチップを、ＲＦ－ＩＤタグのアンテナパターン１１１，１１２に装着可能
にタックラベル化した状態のものを意味し、当該ラベル自体にもＩＣチップに接続した小
型のアンテナ部を有する場合もある。具体的には、モトローラ社が製造する「Ｂｉｓｔａ
ｔｉｘ」用のインターポーザの形態のものを表現している。
【００１９】
ＩＣメモリの場合は、１０２４Ｂｉｔｓで、１２８文字の記録ができ、通常の広告用のシ
ョウウィンドウや販売または陳列用ショウケースに表示する情報の記録には適用できる。
数キロビットであれば、使用方法や調理方法等、相当に詳細な内容の情報を記録すること
が可能である。
【００２０】
次に、ＲＦ－ＩＤタグ付きショウウィンドウとショウケースの利用方法について説明する
。
携帯可能なＲＦ－ＩＤタグリーダーをショウウィンドウまたはショウケースに接近させる
と、ＲＦ－ＩＤタグは、リーダーの電波を感知して所定の情報をリーダー側に送信する。
ＲＦ－ＩＤタグリーダーは読み取った情報をメモリーに記録するので、当該情報を携帯端
末のディスプレイに随時表示することができるし音声変換して知らせることもできる。必
要な場合は後にプリンタで出力することもできる。
ＲＦ－ＩＤタグリーダーがタグを常時読み取るモードに設定されている場合、タグが貼付
されているウィンドウの前（交信範囲）に携帯端末が入ると、携帯端末が音や振動を発生
し、ウィンドウに注意を引くことも可能となる。
一般のショウウィンドウの場合は、観察者Ｍ１が携帯機器を最も扱い易い高さにＲＦ－Ｉ
Ｄタグを貼付することができる。一般的には、人間が立っている状態で、歩行面から５０
ｃｍから１．５ｍ程度が最も機器の扱いが容易であり、通常、２．０ｍまでは手が届く範
囲である。
【００２１】
ＲＦ－ＩＤタグリーダーは、ＩＣカード等のリーダーとして専用のリーダーも市販されて
いるが、このリーダーを持ち運びすることは現実的ではない。
携帯して持ち運びし易いリーダーとして、例えば、スプリングボード社では、１３．５６
Ｍｈｚ帯リーダ付き携帯情報端末「Ｖｉｓｏｒ」を販売している。
これは、携帯情報端末「Ｖｉｓｏｒ」のスロットに通信モジュール（Hand'IT module）を
装着したもので、インターフェイスを介して近接距離におけるＲＦ通信機能が確保される
。５１２キロバイトのフラッシュＥＥＰＲＯＭも備えていて情報記録をすることができる
。
同様に、わが国においても携帯電話機等にＲＦ通信機能を搭載することが提案されていて
（特願２０００－２７４２４６等）、このような携帯情報端末が普及するのは近い将来と
考えられる。
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【００２２】
ＲＦ－ＩＤタグ付きショウウィンドウとショウケースの利用方法例として、以下の用法が
ある。
＜生活者向け用途＞
ＲＦ－ＩＤタグに、「製品名」「価格」「製品自体の情報」「問い合わせ先」「当該売り
場」「キャンペーン期間」「営業時刻」などを書き込んで、ショウウィンドウまたはショ
ウケースに貼付する。生活者はＲＦ－ＩＤ用タグリーダー（携帯電話、ＰＤＡ）などを用
いて、この情報を取得する。端末内に必要な情報が保存されるため、後で、好きなときに
閲覧して情報を確認したり、問い合わせ／申し込みなどを行うことが可能となる。新製品
の紹介や特売品のショウウィンドウやショウケースに適切となる。
【００２３】
＜イベントの案内用途＞
ＲＦ－ＩＤタグに、「製造元名」「問い合わせ先」「電話番号」などを書き込んで、ショ
ウウィンドウに貼付する。生活者は携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダー等を用いて情報を記録
する。
また、「ホームページ（ＨＰ）アドレス」を記録しておけば、このアドレスをリーダーで
取得して、「ｉ－ＭＯＤＥ」や「ＥＺ－ＷＥＢ」（セルラー・グループが提供する文字情
報サービス）などのインターネット接続サービスを経由して、ＨＰから、ショウウィンド
ウより詳しい情報の取得、問い合わせ／申し込みを行うことも可能となる。
【００２４】
ＲＦ－ＩＤタグリーダーは、隣接するタグの情報を読み取ったり、混信などの影響を避け
るため、出力は数ｍＷ～数１００ｍＷが適当である。
【００２５】
【実施例】
（実施例１）
図１、図２、図５等を参照して本発明の実施例を説明する。
ショウウィンドウ内に展示商品と広告用飾りつけを行った（図１）。このショウウインド
ウの前面ガラスに商品の価格や特性等の必要な情報を記録したＲＦ－ＩＤタグ（大日本印
刷株式会社製「ａｃｃｕｗａｖｅ」；４ｋＢｉｔｓ）１１をガラス（厚さ；６ｍｍ）の内
面下辺部に貼付した。
なお、ＲＦ－ＩＤタグ１１のある部分のショウケースには、「ＲＦ－ＩＤタグが貼付され
ていること、読み取り可能なこと」の表示を設けた。
このショウウィンドウのＲＦ－ＩＤタグ１１の情報を外側から携帯型ＲＦ－ＩＤタグリー
ダー２で読み取ったところ、ＲＦ－ＩＤタグから５ｃｍの距離から情報を読み取ることが
できた。雨天の日でも読み取りに支障はなかった。
【００２６】
（実施例２）
樹脂含浸したラベル状の耐水性紙基材に、カーボン顔料による導電性インキを用いてシル
クスクリーン印刷により、アンテナパターン１１１，１１２の印刷を行ない乾燥した。こ
のアンテナパターンのＩＣチップ接続端部上に、モトローラ社製タック加工済ＩＣチップ
ラベル「Ｂｉｓｔａｔｉｘ」（１ｋＢｉｔｓ）を実装した（図５）。
一方、ショウケース内に販売商品（生鮮果実類）の陳列を行った（図２）。
商品の産地情報等を上記ＩＣチップラベル１０Ｌに記録し、このショウケースの前面ガラ
ス扉であって歩行面から高さ１．２ｍの位置に貼付した。貼付面をさらに耐水性タックラ
ベル（ポリエチレンシート）でシールして保護した。
このショウケース８のＲＦ－ＩＤタグ１１の情報を携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダー２で読
み取ったところ、ＲＦ－ＩＤタグから２ｃｍの距離から情報を読み取ることができた。シ
ョウケース内が高湿になった状態でも読み取りに支障はなかった。
【００２７】
【発明の効果】
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上述のように、本発明のＲＦ－ＩＤタグ付きショウウィンドウは、ショウウィンドウまた
は商品に非接触通信機能を有するＲＦ－ＩＤタグが貼付され、ＲＦ－ＩＤタグには展示さ
れた商品等の情報が電気的に記録されているので、ショウウィンドウ内の関心のある商品
に関する情報を携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダを用いて誰もが任意に取得することができる
。店頭で記憶し切れない情報を、携帯端末に取り込んで、後に再利用することが可能とな
る。
したがって、このようなＲＦ－ＩＤタグ付きショウウィンドウによれば、スムーズな顧客
の誘導／移動が可能となり、売上のアップに寄与する。
本発明の販売用または陳列用ショウケースにも同様に非接触通信機能を有するＲＦ－ＩＤ
タグが貼付され、ＲＦ－ＩＤタグには展示された商品等の情報が電気的に記録されている
ので、ショウケース内の関心のある情報を携帯型ＲＦ－ＩＤタグリーダを用いて誰もが任
意に取得することができる。
従って、ショウウィンドウまたはショウケースの利用価値が高くなり、単に視覚的に認識
する場合に比べて宣伝広告効果、販売効果が格段に向上する。
ＲＦ－ＩＤタグに、さらに「問い合わせ先」「ＨＰアドレス」等を記録しておけば、携帯
端末やモバイルネットワーク、インターネットを介してさらに詳しい情報を取得すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＲＦ－ＩＤタグの付いたショウウィンドウを示す図である。
【図２】　ＲＦ－ＩＤタグ付き販売または陳列用ショウケースを示す図である。
【図３】　ショウケースにＲＦ－ＩＤタグを貼付した断面状態を示す図である。
【図４】　ＲＦ－ＩＤタグの実施形態を示す図である。
【図５】　ＲＦ－ＩＤタグの他の実施形態を示す図である。
【符号の説明】
Ｍ１　　観察者または顧客
１　　ショウウィンドウ
２　　ＲＦ－ＩＤタグリーダー
３　　商品
４　　広告文
５　　歩行面
６　　マネキン人形
８　　ショウケース
９　　販売価格
１０　　ＩＣチップ
１０Ｌ　　ＩＣチップラベル
１１　　ＲＦ－ＩＤタグ
１２　　ガラス面
１５　　耐水性シート
１６　　耐水性保護コート
１１０，２１０　　基材
１１１，１１２　　アンテナパターン
１１２Ｃ　コイル接続端子
１１４　　導通部材
１１７　　異方導電性接着剤
１２１，１２２　　アンテナパターン
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